
 
 

 
 
サービス種別： 
生活介護、就労継続支援 A 型・B 型、行動援護、児

童発達支援、放課後等デイサービス、居宅介護、特定
相談支援、共同生活援助等のサービスを提供している。
虐待防止は全ての事業共通の取組として実施している。 
職員体制： 
約 160 名 

利用者の状況： 
各事業所の定員は基本的に 20 人で、児童発達支援のみ 10 人としている。いずれの事業所

にも、医療的ケア児、強度行動障害、重症心身障害等、専門性の高い支援が必要な利用者が
おり、事業所を障害の程度で区切っていないことに特徴がある。 

  

社会福祉法人 フラット ３ 

法人概要 

 

35



 
 
 
 虐待防止委員会は法人全体で一つ設置し、

各事業所から 1名ずつ委員として参加する
体制をとっている。委員会での議論や決定
事項を委員が各々の事業所の職員に伝え、
虐待防止に向けた具体的な取組を行ってい
る。 

 虐待防止に関する役職員の役割は以下の通
り。委員の選定にあたっては、経験年数に
加え、論理的思考能力を重視している。 
理事長      ：虐待防止に関する最

終責任者 
虐待防止委員長  ：委員会全体の推進責

任者。理事が務める。 
虐待防止委員   ：現場での虐待防止の

推進責任者。各事業
所の職員が務める。 

管理者      ：各事業所に配置。職
場環境での虐待防止
の責任者。委員には
就任しない。 

サービス管理責任者：改善方針の推進を管
理者とともに行う。
委員には就任しない。 

 研修は、虐待防止・権利擁護のテーマで年
２回開催している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
〇研修内容 
内部研修 
新規採用職員は入職初日にオンデマンドの虐

待防止研修を受講している。 
支援スキルに関する研修は、毎月 1回実施し

ている。その中で年 2回、虐待防止・権利擁護
をとりあげている。 
研修のタイトルに虐待防止が含まれているの

は以上だが、全ての研修が虐待防止に繋がると
考えている。 
加えて、社会人としてのスタンスを身につけ

るためのより一般的な研修を毎月 1回実施して
いる。 
このように基本的な研修は内製している。 
 

外部研修 
外部の研修は、特定の障害に関するより専門

的な知識が必要な場合に、支援を担当する職員
が参加している。 
  

Ⅰ－１ 研修 Ⅰ虐待防止に向けた取組 

◆ 虐待防止委員会運用設計(役割の明確化)

組織体制を図示したものが下記になります。
役職間でのコミュニケーションの断絶が起こらないように、会議設計を行うことが重要です。

委員長

理事長

サビ管

委員

管理者 サビ管

委員

管理者

職員 職員職員 職員 職員 職員職員 職員

班① 班② 班① 班②

【事業所①】 【事業所②】

【理事長への進捗報告】
最終責任者である理事長へ
月次の委員会が終わる度に

進捗の報告を行う。

【虐待防止委員会】
委員長と委員(各事業所に1名配置)

が月次で集まり
法人の身体拘束状況の確認と
各事案の改善方針を検討する。

【班会議】
委員、サビ管、管理者、職員が

隔週で集まり支援改善方針案を検討する。
改善方針案のクオリティ責任はサビ管が持つ。
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〇設置の背景 
もともとは「支援向上委員会」という委員会

において、相対的に悪い支援を減らし、良い支
援を増やす活動に取り組んでいた。 

2012 年の障害者虐待防止法の施行をきっか
けに、この委員会の名称を虐待防止委員会に変
更した。 
 
〇基本方針 
虐待防止委員会は法人全体で一つ設置し、各

事業所から 1名ずつ委員として参加する体制を
とっている。 
委員会での議論や決定事項を委員が各々の事

業所の職員に伝え、虐待防止に向けた具体的な
取組を行っている。 

 
（参考①）虐待防止に関する役職員の役割 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇責任者の配置 
虐待防止に関する役職員の役割（参考①）は

以下の通り。 
理事長      ：虐待防止に関する最終責

任者 
虐待防止委員長  ：委員会全体の推進責任者。

理事が務める 
虐待防止委員   ：現場での虐待防止の推進

責任者。各事業所の職員
が務める 

管理者      ：各事業所に配置。職場環
境での虐待防止の責任者。
委員には就任しない 

サービス管理責任者：改善方針の推進を管理者
とともに行う。委員には
就任しない 

委員の選定にあたっては、経験年数に加え、
論理的思考能力を重視している。 
虐待防止のためには、倫理的な基準に照らし

て論理的に判断できる力が必要と考えている。 
 

 
 

 
 
  

Ⅰ－２ 虐待防止委員会の設置等 

◆ 虐待防止委員会運用設計(役割の明確化)

現場での実行度を高めるためには、役割を明確にし、役割範囲の責任を確実に推進してもらうことが重要です。

役職 役割 具体的な仕事

理事長
虐待防止に関する

最終責任者

・虐待の改善進捗の把握
・虐待防止に関する取組みの軌道修正

※改善状況が芳しくない場合

委員長
虐待防止委員会全体の

推進責任者
・支援改善検討事案の選定

・支援改善方針のクオリティ確認

委員
現場での虐待防止に関する

推進責任者

・身体拘束チェック帳票の入力確認
・委員長への身体拘束状況の報告

・班会議(※1)での支援改善方針検討推進
・指針などの周知

サビ管 現場での支援責任者
改善方針の提示/改善方針の推

進

・班会議での支援改善方針案のクオリティ確
認

・決定支援改善方針の推進

管理者
虐待が起こりやすい職場環境の

改善責任者

・勤怠状況の改善
・フォロー体制の構築

など

委員会
虐待状況の確認と改善

・法人の身体拘束状況の確認
・支援改善方針の再検討

※1 委員長が選定した検討事案について、関係する支援員で改善策を検討する場(隔週で実施している)

【その他】
現場職員は、身体拘束チェック帳票(日々の身体拘束状況を記載するための帳票)の記載を行う
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〇協議内容・協議結果の職員への周知 
虐待防止委員会は月 1回開催し、支援の改善

方針等を決定している。 
各事業所では、2 週間に 1 回の頻度で班会議

を開催しており、身体拘束の実施状況やチェッ
ク帳票の入力状況等を確認している。 
その中で、身体拘束にあたるか否か判断が難

しいもの(グレーゾーン)についても議論してい
る。具体的には、利用者が突発的に走り出した
ときに行った声かけ、他の人のものを取ろうと
したときに声かけで制止したこと等身体接触を
していなくても行動を静止しようとしたことも
含め、多い時には 10 件程度、各事業所から虐待
防止委員会に上がってくる。 
これらのうち、改善すべきと考えられるもの

を委員会が判断し、取組の方針を示している。 
委員会を設置した当初は、サービス管理責任

者と現場責任者(委員)の役割が重複してしまい、
整理が難しかったが、徐々に委員が主体的に取
り組めるようになってきている。 
虐待防止委員会の委員が、自身が所属する事

業所の職員に周知している。 
 

〇規程類の整備 
「福祉人」として、目の前の利用者さんによ

り良い支援を行っていくためには、「①取組姿勢
(スタンス)」と「②技術(スキル)」が必要である。
ひいては、それが「虐待防止」に直結すると考
えている。 
当法人では、①を強化する取組として、私た

ちが福祉人だとして大切だと思う 6つの資質を
「行動指針（クレド）」（参考②）として言語化
した。また、ただ行動指針を掲げるだけではな
く、それを人事制度に組み込むことによって、
「福祉人の育成」に組織として取り組んでいる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

クレド

①真っ当である（事実を正しく把握し、感情による解釈を入れない）

②最善を考える（最低限で妥協せず、何が最善か考える）

③目的に立ち返る（目的に立ち返りながら、目の前の仕事に向き合う）

④最後まで寄り添う（目標に向けてあらゆる手段を考え、行動する）

⑤チームに貢献する（本気でチームとメンバーのことを想って、行動する）

⑥変化する（今よりも未来に目を向け、自身を変え続ける）

参考② 
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➁を強化する取組として「スキルマップ」を
策定し、支援に必要なスキルを全 160 項目で定
義し、育成できるような仕組みを作り、スキル
に基づき利用者の支援度に合わせて職員配置を
することで支援力不足による不適切支援を防い
でいる。 

スキルマップに組み込まれている「良い支援
マップ」（参考③）や「虐待防止マニュアル」は、
支援・虐待防止における「外してはいけない要
諦」をまとめた、法人内では極めて重要度の高
い規程となっています。 

 
（参考③）良い支援マップ 
 

 
  

良い支援

権利擁護 環境整備

１、意思決定支援

２、虐待防止

３、合理的配慮

可能な限り本人が し、
本人の意思の確認やし、
支援を尽くしても本人の意思及び選好の推定が困難な場合に
は、最後の手段として を検討する

本人の は問わない。 そのもので判断する
5類型
身体拘束：

3要件：

根拠法 ※１障害者総合支援法、障害者基本法

根拠法 ※２障害者虐待防止法

根拠法 ※３障害者差別解消法

※１※２※３は通称

障害のある人とない人の平等な機会を確保するために、障害
の状態や性別、年齢などを考慮した変更や調整、サービス提
供をすること

問題行動の
定義

①周囲の人やその利益を脅かす場合
②自分自身を傷つけてしまう場合
③社会参加の機会を失うような場合

車両運行原則

自ら意思決定できるよう支援

本人の最善の利益

意思及び選好を推定

行為

切迫性、非代替性、一時性

１、安全に歩行できる事

①必要最小限であること
②適正だったか組織で判断すること
③支援計画に記載し同意を得ること
④記録すること

身体、心理、性、経済、放棄放置

３、衛生的である事

２、危険物の除去

1、職員がいない状態で利用者を車両に乗せたままにしない

2、利用者が降車したら車内に残っていないか確認し施錠

3、送迎する際は職員は添乗を必須とする（一部例外あり）

4、乗降の際のドアの開閉は職員が行う

5、シートベルトの確認をしてから発車する

6、運転手は利用者のことは添乗に任せ、運転に集中する

7、駐車時は誘導を徹底する

8、事故、接触、故障が起きたら事の大小にかかわらず

直ちに報告する

自覚

２、虐待防止

暴力行為
暴力や体罰によって痛み（苦痛）を与える行為か
・蹴る、殴る、つねる、お湯をかける等

身体的虐待
心理的虐待
性的虐待
経済的
放棄放置 身体拘束

物理的に行動を制限しているか、または物理的に行動を強制しているか
・押さえる、閉じ込める、無理やり食べ物を口に入れる等

やむを得ず行う場合であっても
3要件：切迫性、非代替性、一時性
を満たし、且つ
①必要最小限であること
②適正だったか組織で判断すること
③支援計画に記載し同意を得ること
④記録すること
を行い、初めて適法

声かけで、制止することは身体拘束とは言
えないが、声かけの内容によっては心理的
虐待となる

虐待のメカニズムは、日頃の小さな不適切が年月を重ねエスカレートし虐待へつながる

そのため、身体拘束になるならないだけによらず、常日頃の制止し
なくてはならない状況を改善していくこと、声かけについて人権を
尊重した支援が望ましい

ただし
体幹機能障害がある方が残存機
能を活かせるよう、安定した着
座姿勢を保持するための工夫の
結果として、ベルト類を装着し
て身体を固定する行為は、「や
むを得ない身体拘束」ではない

動いて落ちないように安全のた
めだけにするベルトは身体拘束
である
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〇虐待防止委員会の整備にかかった期間 
委員会の設置（設計）1 時間、帳票作成 2 時

間 
※なお、参考として掲載しているグレドやス

キルマップなどは人事制度に関する様式のため
上記の帳簿作成時間には含まない。 

 
〇委員会を有効に機能させ、形骸化させないた
めの工夫 
支援クオリティの担保とプロジェクト推進を

できる人を委員長に立てること 
現場での実行度を高めるためには、役割を明

確にし、役割範囲の責任を確実に推進してもら
うこと（巻末の資料３「虐待防止委員会運用説
明資料」を参照） 
現場での実行度を高めるためには、活動フロー
を明確にし、日常の習慣と紐づけていくこと（巻
末の資料３「虐待防止委員会運用説明資料」を
参照） 
 
〇未然防止のための取組 
「①不適切支援だと思う基準の浸透」、「②組

織で解決すること」を大切にし、具体的には以
下を実施している。 
基準：小さくても問題を挙げたことを賞賛す

る文化作りをする。（発言が合ってい
る・間違っているではなく、「支援基準
に満たないのでは？」と発信すること
が虐待防止において重要であると考え
ている。） 

組織：人に課題を見いだすのではなく、仕組
み、環境に課題を見いだしチームで対
応を議論する。（例 不適切支援をした
職員がいた場合に、その職員の問題だ
けにせず、その状況を生まない環境や
仕組みをチームで検討する。） 
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〇身体拘束等の記録の実施 
利用者単位で身体拘束の状況を記録するフ

ォーマット(参考④)を利用している。 
身体拘束の記録は、スケジュールやバイタル

等と紐づけて利用者ごとに参照できるようにし
ている。 
これらの情報の管理には特別なツールは使用

しておらず、自前で作成した表計算ソフトの関
数を利用している。 
 
〇身体拘束の適正化に関する委員会等の実施 

身体拘束に特化した会議体は特段設けてい
ない。日々の現場の会議、班会議、虐待防止
委員会を通じて適正化に向けた議論を行って
いる。 

 

〇身体拘束の適正化に関する指針等 
身体拘束の適正化に関する指針を定めており、

虐待防止委員会の運用フローを通じて適正化に
向けた取組を実施している。 

3 カ月に 1 回、利用者の支援記録を踏まえて
拘束を軽減できないかを各事業所で検討してい
る。例えば、直近では、車いすで足にベルトを
つけている利用者について、昼食の時間帯のみ
外しているベルトを、他の時間帯でもう一度外
すことができないかを検討しているという話な
どが上がってきている。 
 
〇職員への研修 
概ね虐待防止に関する研修と同様である。 
しいて違いを挙げるならば、虐待防止に関す

る研修は 3 要件等の基本的な内容が中心だが、
身体拘束については、強度行動障害等の特定の
障害への対応といったテクニカルな内容を月 1
回の支援に関する研修で取り扱っている。 

 
  

Ⅱ身体拘束等の適正化に向けた取組 

good more

事業所名：　　　　　　　　　⇒虐待防止委員会期間：令和　 年　 月　 日　～　令和　 年　 月　  日

利用者名 物理的な身体拘束・行動制限 権利擁護 特記/言葉等での行動制限

担当者名：　　　　　　　　　　　

参考④ 
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サービス種別： 
居宅介護、重度訪問介護、行動援護、移動支援のサー

ビスを提供している。 
職員体制： 
約 27 名（常勤６名、非常勤約 21 名） 

利用者の状況： 
事業所全体で約 60〜70 人の利用者がいる。障害種別としては、知的障害者が最も多いが、

発達障害や、精神障害・身体障害の方もいる。 
 
サービス種別： 
放課後等デイサービス、福祉型障害児入所施設、短期入所、生活介護、施設入所支援、共

同生活援助、一般相談支援、特定相談支援、障害児相談支援等のサービスを提供している。 
職員体制： 
約 280名 

  

色えんぴつ （社会福祉法人 滝乃川学園） ４ 

事業所概要 

法人概要 
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 虐待防止委員会は法人単位で設置しており、

2020 年度までは必要に応じて都度実施し
ていた。 

 現在は、月１回で開催している。参加者は
法人本部の代表、グループホーム部施設長、
成人入所施設・生活介護施設長、児童部の
施設長、地域支援部施設長のほか、それぞ
れの部長（施設長補佐）である。 

 議論の結果は議事録として各事業所に紙媒
体で共有している。 

 虐待防止の責任者を施設長、虐待防止マネ
ージャーを部長が担っている。 

 研修は、毎年、外部から講師を招いて、全
職員を対象に虐待防止研修を実施している。
新人向けには障害当事者やその家族を含め
た権利擁護委員が講師を務めて、入職時か
ら半年間研修を実施している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
〇研修内容 
新任研修 
新人向けには障害当事者やその家族を含めた

権利擁護委員が講師を務めて、入職時から半年
間研修を実施している。 

 
虐待防止研修 
毎年、外部から講師を招いて、全職員を対象

に虐待防止研修を実施している。職員 280 名、
アルバイトも含めると約 300名が受講している。
全職員が受講できるよう、年８回研修を実施し
た。研修に参加しづらいホームヘルパー、パー
ト、調理スタッフ、送迎の職員に対しては、研
修内容を録画のうえ、編集した動画を共有し、
ネット上で事後アンケートを実施している。 
ネットアンケートは研修の感想等が中心だが、

一般の職員向けには研修報告書を所定の書式に
もとづいて記載してもらっている。所定の書式
には理解度や自らの目標との関係等を書き込み、
直属の上司（科長など）が研修内容を踏まえて
フィードバックしている。ネットアンケートの
結果を見れば、職員の研修受講の有無を確認す
ることができる。 
研修後にホームヘルパー向けに座学の講義や

懇談会を行い、日頃の疑問や不安なことなどを
話し合ってもらっている。研修参加にあたって
は、規定に則って所定の手当を支給している。 
職員は直属の上司と個別に面談をして今年度

の目標等を定めているが、その際に受講したい
研修も確認している。このため、対象の研修の
情報が入った場合は職員の希望に応じて周知し
ている。 
地域支援部では、法人内の事業所が集まり、

それぞれが虐待になりそうなグレーな支援事例

Ⅰ－１ 研修 Ⅰ虐待防止に向けた取組 
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を持ち寄って議論する事例検討の研修を実施し
た。 
 
〇実施にあたっての工夫 
権利擁護委員の中には知的障害・身体障害者

もいるので、研修で自らの経験をお話しいただ
くといった工夫もしている。 
研修では事例やエピソードを積極的に盛り込

み、ワークショップも交えて行う等の工夫をし
ている。 
国立のぞみの園や東京都の指導者研修を受け

た職員自らが講師を務める行動援護の研修を
10 年ほど続けている。これにより、支援の質を
担保するとともに、講師が自ら勉強し、研修内
容を定着させることも目的としている。 

 
 

 
 
 
〇設置の背景 
法人内で不適切な支援があったことをきっか

けに 2009 年から権利擁護委員会を設置してい
る。 
これまでは権利擁護委員会の中で虐待防止も

対応すればよいと理解していたが、数年前、権
利擁護委員会とは意味合いが違うため、これと
は別に虐待防止委員会を立ち上げるよう東京都
の監査で指導があり、2016 年より虐待防止委員
会を設置している。 
 
〇基本方針 
虐待防止委員会は法人単位で設置しており、

2020 年度までは必要に応じて都度実施してい
た。現在は、月１回で開催している。 
参加者は法人本部の代表、グループホーム部

施設長、成人入所施設・生活介護施設長、児童

部の施設長、地域支援部施設長のほか、それぞ
れの部長である。 

 
〇責任者の配置 
虐待防止の責任者を施設長、虐待防止マネー

ジャーを部長が担っている。 
 
〇協議内容・協議結果の職員への周知 
委員会では、法人全体で取り組む虐待防止研

修の内容の検討や、チェックリスト（一般職員
向け、管理職向けの２種類）の結果を確認し、
前年からの変化などを踏まえて今後の対応を議
論している。議論の結果は議事録として各部署
に紙媒体で共有している。 

2021 度は、2020 年度に発生した虐待案件を
踏まえ、ただ議事録を配布するだけでなく、そ
の内容を各事業所の会議の中でも報告事項等と
して取り上げてその議事録を作成し、虐待防止
委員会に再度報告するという形を取っている。 
 
〇規程類の整備 
虐待防止委員会としては、「虐待防止マニュア

ル」を整備している。 
職員が普段からマニュアルを参照することは

難しいので、通報のシステムと虐待にあたる事
例を箇条書きにした資料を掲示して意識するよ
うに促している。 

 
 
 

 
 
 
 
  

虐待防止のためのチェックリストがあり、年
に１回実施し、結果を取りまとめている。チェ

Ⅰ－２ 虐待防止委員会の設置等 

見つけた職員(事業所)

本人・家族

東京都

市町村・虐待防止センター

上司

(虐待防止責任者・虐待防止マネージャー)

チャート

報告・聞き取り・(謝罪)

通報

聞き取り

報告

訪問調査通報

報告

報告
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ックリスト個票ではなく、部署や個人名が特定
されない形で集計結果を共有している。 
「相手の気持ちを考えていますか」というキ

ャッチコピーのポスターを貼り、目にするたび
に思い出せるようにしている。 

 
〇虐待防止委員会の整備にかかった期間 
委員会の設置に６カ月、規程類の整備に数カ

月かかった。 
月２回開催する管理職が集まる運営会議で部

長・施設長・法人本部長・常務理事・理事長な
どが虐待防止委員会の構成員を確定し、月１回
開催する常務会（※）での承認を持って決定し
た。 
（※）常務会は理事長・施設長と常務理事・

他理事数名が参加している。 
 

〇委員会を有効に機能させ、形骸化させないた
めの工夫 
研修もそうだが、受講直後は意識が高まるも

のの、しばらく経つと薄れてしまうことがある
ので、折に触れて思い出せるようなきっかけを
作ることが重要である。指針についても、他法
人のものをそのまま使うのではなく、作成に時
間はかかるものの、各部署で考えた、各部署に
フィットしたものを持ち寄る、自分たちで作っ
たということを意識できるような形をとった。 

 
 

 
 
 
〇身体拘束等の記録の実施 
行動制限に至るまでの経過・理由、行動制限

の条件、影響や課題とその対応、今後の対応に
ついて記載している。 
書式は厚生労働省の身体拘束のガイドライン

を参考にしており、同意書や行動制限の経過、

理由、パニック時の対応等、切迫性や非代替性
に当てはまるものを記載している。 
ただし、ある特定の場所にいくとパニックに

なる場合など、予めそれを予防するためのスケ
ジュールや支援を組み立てている。 
その他、道路に飛び出してしまうなど危険認

知ができない方等は見方によっては行動制限と
なり得る対応（手をつなぐ等）をしているが、
常時手をつなぐ利用者はあまり多くない。 
 
〇身体拘束の適正化に関する委員会等の実施 

法人としては、権利擁護委員会及びその下
部組織として「みんなの権利を考える会」の
他、「権利擁護本人活動委員会（以下、「本人
活動委員会」という）」を設置している。 
過去に法人内で不適切な支援があったこと

をきっかけに、外部委員、当事者委員、市区
町村の代表、学識者等を招いた権利擁護委員
会を設立し、月１回開催している。 
構成員は、学識経験者３名（大学教員、弁

護士、発達支援協会関係者）、保護者、国立市
が選出した方、利用当事者となっている。 
権利擁護委員会では、目安箱を園内２か所

に設置しており、職員や利用者から意見を言
いやすいよう工夫している。内容は外部委員
のみが閲覧可能で、外部委員が直接投書した
人と会い、聞き取り調査などをして解決を図
っている。その中で必要があれば管理職にも、
投書者の名前等伏せた形で改善してもらいた
い内容を知らせている。 
権利擁護委員会は、当該委員会の下部組織

である職員のみが参加する「みんなの権利を
考える会」との合同開催も行っている。現状
職員 18 名で実施している。 
権利擁護委員会委員の任期は１期２年であ

る。権利擁護委員会での活動は冊子にし、保
護者等の法人外部に発信している。 

Ⅱ身体拘束等の適正化に向けた取組 
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本人活動委員会は、各部署、各事業所の利
用者を委員として構成されている。 
事業所内では、行動制限等の妥当性につい

て科長などと議論する機会があり、日中の支
援の合間に支援方法等について議論すること
が多い。 
身体拘束についてはこれから取り組もうと

している所である。これまでも利用者本人や
利用者家族から身体拘束に対する同意を得る
ことや身体拘束の記録を取るといった必要な
対応は入所施設で行ってきたが、訪問系の部
署など、各部署の特性に合わせた方針を作成
して持ち寄り、法人全体で一本化し、運用す
る形を想定している。 
会議体が増えてしまわないよう、身体拘束

についても虐待防止委員会の中で併せてとり
あげることを想定している。 

 
〇身体拘束の適正化に関する指針等 
権利擁護委員会、みんなの権利を考える会、

本人活動委員会は規程を整備している。 
身体拘束適正化に向けた指針は、調査時点で

は検討中である。 
 
〇職員への研修 
これまではやむを得ず身体拘束を行う場合の

３要件以外は、あまり身体拘束を明確にとりあ
げることは無かったが、2021年度の外部講師は、
レジュメの中でも明示的に身体拘束に関する事
項を取り上げていた。そのため、今後は、虐待
防止とは独立して、身体拘束に焦点を当てた研
修を充実させていきたい。 
何が身体拘束にあたるかを職員が十分に理解

できていないため、転落防止のために一時的に

ベッドに４点柵を立てていたり、危険回避のた
めに外出時は手をつないだりすることを当たり
前と思っている職員もいる。そういった具体的
な事例について、必要ない場合は手をつなぐべ
きではない等、身体拘束と適切な支援との境目
があいまいな部分の線引きについて、今後、職
員との議論が必要である。 
 
〇研修実施にあたっての工夫 
みんなの権利を考える会の中で、権利擁護と

は何かといった大上段からの話ではなく、同じ
支援者として取り組んでいる先駆的な事例等を
紹介している。研修で座学での講義だけではな
く、ディスカッションを通じて法人内の他事業
所の職員とコミュニケーションが取れるように
している。 
入所施設などでは、半年に１度のモニタリング
の際に身体拘束について研修の内容も踏まえて
振り返りを行っている。 
放課後等デイサービスでは、「身体拘束」と記
載すると保護者が心配されるため、「安全確保」
という言葉を用いて、個別支援計画に身体拘束
の記録を取っている。研修では、身体拘束の記
録内容を職員が報告し合い、管理職は職員の報
告内容について気になることがあれば、詳細を
確認している。 
ホームヘルパーの利用者については、職員と利
用者の家族でコミュニケーションを取るタイミ
ングがあるため、ホームヘルパーの訪問時に利
用者の関係などについても家族等から情報を得
ている。利用者の家族から「このホームヘルパ
ーの時は表情が暗い」等の情報があれば、マッ
チングを見直す等の対応も行っている。 
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